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論 文 内 容 の 要 旨

本論文は,チ ャリテ ィによって生み出されたイギ リスの伝統的な教育施設である基金立文法学

校(endowedgrammarschOol)に 関 して,19世 紀全般に亘る改革 を分析することによ り,そ

の伝統 の継受 と変容について法制史的に解明す ることを目的 としている。 この目的は,16～17

世紀のチューダー朝時代を中心 に 「敬虞なる創設者」の遺贈や寄贈 によって設立 された基金立文

法学校 が,19世 紀の国家による中等教育の組織化過程で,従 前の特質を維持 しなが ら如何な る

構想の もとで,ど のように改組され教育 システム化 を図 られたのかを明 らかにす ること,及 び,

1880年 代 の教育振興 に関わる議会制定法の影響を受けて,1902年 教育法で公立中等学校の設置

が法制化 され るまでの過程で,基 金立文法学校は どのよ うに変容 したのかを明 らかにすることに

課題化 され る。

本論は3部9章 か ら構成される。3部 構成は教育政策の内容の展開か ら3つ の時期区分 と対応す

る。それぞれの分析課題 とその結果は次の通 りである。

第1部 は,基 金立文法学校の問題点が認識 され,再 編課題が提起 された改革の萌芽期 と位置づ

け られる。第1に,基 金立文法学校の創設の歴史 と法制的枠組みを確認する と共 に,18世 紀末か
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ら頻発するチャ リティ基金の濫用や横領などの状況 につ いて,H.ブ ルーム らリベラル急進派が国

民教育制度の形成に向けてその実態を告発 し,議 会制定法 によるチ ャリティ基金の改組及び管理

を試みたことが明 らかにされ る。第2に,チ ャリテ ィ基金 の改組 をめ ぐって争われた リーズ文法

学校事件の判決 を取 り上げ,古 典語教育 を焦点 とす る教育内容変更不能性な ど基金改組の困難 さ

が検証され る。さらに,こ の事態の解決策 として制定 され た1840年 文法学校法の内容 について,

その限界性が究明される。一方,チ ャリティの構成要件 として重要な無償性の受け入れについて,

学校経営上,英 語や近代教科が有料で教え られ,無 償制度が廃止され貧民層が排除される傾向が

明 らかにされ る。第3に,基 本財産の本質的弊害に伴 う改革の限界説 について,R.ロ ーの所論の

分析 を通 して解明される。か くて19世 紀前半期段 階では,衡 平法裁判所がチ ャリティ基金の唯

一の管轄機関であった ことが証明されるのである
。

第H部 では,1850～70年 代で中流階級及び専門職層 の教育要求の高揚を背景に,チ ャリテ ィ

委員会の設置や王立調査会 による基金立学校の実態調査 と改善勧告がなされ,国 の教育政策の構

想が練 られた 「変革の時期」が分析の対象 となる。まず,中 流階級 のジェン トルマン志向に支 え

られ,古 典人文学 を中心 とするリベラル ・エデュケー ションが社会階層性を伴って文法学校に定

着 し,基 金立学校の改革 を方向付 けた ことが明 らか にされる。第2に チャリテ ィ委員会の基本財

産 の管理権限の範 囲を確認 し,か つ,1860年 代 の各種 王立調査会の報告及び勧告内容を分析す

ることによ り,そ の基金立学校改革方針が,中 流階級 を構成する多様な社会層の求める教育を効

率よく供給す るため,中 等学校全体 の体 系的組織化 を図る ことに置かれ,具 対策 として中央 と地

方の教育行政機関の設置を構想 していた ことが明 らかにされた。

第 皿部では,1870年 代以降の政策執行過程の分析 によって,1902年 教育法による中等教育の

公的セクターの成立が導かれる。 ここでは,1869年 基金立学校法で設置された基金立学校委員

会による政策執行 とそれ に伴 う問題点 の検討,並 び に1880年 代 の国及び地方 自治体 による初等

教育 の整備,科 学 ・技術教育の振興 といった基金立学校を取 り巻 く教育状況の変化が分析される。

その結果,基 金立学校の改革が進行す る中で,国 家統制か らの自律性 を求め独立セ ンターを形成

する学校群 と,国 や地方の科学 ・技術教育に係 る補助金 を受ける学校群 という基金立学校の階層

的分化が進展 した ことが,ロ ン ドン技術教育委員会 の補助金政策,並 びに中央の教育局による中

等学校調査のデータをもとに実証されるのである。

以上の分析結果 に基づき次 の論述が行われる。1902年 法による公立中等学校の法制化でもっ

て,[public]の 意味内容が[state]と 同義的に捉えられ ることになった結果,多 くの基金立学

校は従前の 「公的セクター」か ら離脱 し,一 部の私営学校 と共に,[state]か ら距離をお く 「独

立セクター」 を構成 した。その結果,基 金立学校は営利的,市 場的性格 を強めるが,同 時にチャ

リテ ィ登録 によ り非営利,公 益性を維持する税制上の優遇措置を継受す ることになった。チャリ
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テ ィの特権 を温存 しなが ら,高 額な授業料 を課す基金立学校の経営構造 は,19世 紀改革 を主導

した富裕中流階級 によって公益性の実現 と自律性の維持 といったチャリテ ィの性質を利用 して形

成 されてきた。社会階級的教育制度 を所与の前提 とした19世 紀改革において,国 家的規模で支

え られた初等教育 に対 し,そ の整備 の遅れた中等教育すなわち中流階級教育は,基 金立学校 を

「独立セ クター」 として専有する ことで達成 された。 これは基金立学校の公益性 の私有化 を意味

する。 「公的セクター」は,中 流階級下層を対象 とする高等小学校 を改組 した第3級 相当の中等教

育の供給 にあたった。か くして 「独立セクター」 と 「公的セクター」 という中等教育の新たな二

元的成層構造が形成されたと結論づけるのである。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

活動の根幹 とな る教育理念を,教 養教育(LiberalEducation)に 置くか,そ れ とも一般教育

(GeneralEducation)に 置 くか という論争は,今 日で こそ高等教育段階の問題 とされて いるが,

近代学校制度を構築 してい く歴史的時点では,そ れは優れて中等教育段階に関わる課題であった。

大学への準備課程 としての文法学校,そ れへの準備課程 としての予備学校 という展開をみせた下

構型学校系統 と,小 学校 に始 まり高等科さ らに実業学校へ と伸びていった上構型学校系統は,ま

さしく階級社会の所産であるが,近 代学校制度構築 に当たって,中 等教育段階での何 らかの結節

を求めざるを得ないのである。

上述での中等教育をめ ぐる問題状況に関するイギ リス的構造化 の特性 について,論 文提出者は

「独立セクター」 と 「公的セクター」 という社会階層的な二元的教育セクターの成立 と図式化 し

た。基金立文法学校は,19世 紀 にはパブ リック ・スクール として 「公的セクター」 に分類され,

営利 目的 の私営学校 と区別 されたが,20世 紀 には公立中等学校の成立によ り,そ の多 くが 「独

立セ クター」を構成するよ うになる。それは形式的 には 「公的セ クター」の概念内容の変化 に起

因するといえよう。 しかしなが ら,何 ゆえにその新たな 「公的セクター」 に組み込 まれ,新 たな

中等教育制度を形作ることなく,別 個 の 「独立セクター」を構成するに至るのか という学校体系

上の問題は,論 文提出者のいう 「チャ リティの伝統」,す なわち基金立文法学校成立の歴史的条

件 を点検する ことなしに解 くことはできない。

本論文は,中 世深 くイギ リス社会に胚胎 したチャリティ基金の特性 を,そ の法的基本構造 と教

育活動へ の基金運用方式 の両 面か ら整理 しつつ,19世 紀以降のチ ャリティ基金 に関わる改組改

革のいわば挫折過程 を解明 していった。教育内容の近代化訴訟 と位置付け られる リーズ文法学校

事件とエル ドン判決,文 法学校法の制定 とその影響,さ らには中等教育制度構築に向か う トーン
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トン調査会答申等々,中 等教育機関をめ ぐる改組改革の様々な論旨 とそれ らの角逐の動態を克明

に追求 していった。

教養教育理念 を活動の核 とする基金立文法学校が,一 般教育あるいは普通教育を核 とする中等

教育機関 として統合再編 されなか った歴史的事実について,こ れ までの研究においては,主 とし

て教育理念上の対置関係か ら説明されてきた。本論文が,基 金立文法学校の財政基盤や設置形態

の特質 に焦点を当てることによ り,教 育理念上の対置関係を支 えるいわば下部構造 を明 らかにし,

イギ リス教育制度史研究に新たな知見を加えたと評価す ることができる。

ブルーム下院議員による基金改組活動等,な お吟味さるべき若干の検討項 目は残されているが,

本論文 「19世紀イギ リスの基金立文法学校改革にみるチ ャリテ ィの伝統 と変容一二元的教育セ

クターの形成過程一」の論究は成功 してお り,よ って博士(教 育学)の 学位を授与するに適当と

認める。
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